
国名

所在地

電話番号

ファックス 39303462

e-mail saigonlanguage@gmail.com  または   saigonlanguage@yahoo.co.jp 　

ＵＲＬ

担当者名

会社概要

募集職種

雇用形態

仕事内容

勤務地

給与・報酬

ベトナム社会主義共和国

2 TRUONG DINH, F6, Q3, HOCHIMINH CITY, VIETNAM

（学校）+84-8-39330774     (携帯)+84-90-3009-501

http://www.saigonlanguage.com/

★学校情報★

会社名
サイゴンランゲージスクール

専任

初級～中・上級の中からいくつかクラスを担当していただきます。

学校内での一般通学者クラスを担当していただく他に企業に出向いての出張授業もあります。

同上

小島秀仁（コジマヒデヒト）

当校はベトナム経済の中心地である、ホーチミン市の中心地にあります。近くには統一会堂、戦争証
跡博物館、市民の憩いの地であるタオダン公園等があります。　開校は2005年の8月ですが日本人が
中心になって導入から教えているということで評判になり生徒数は既に1600名を超えています。　クラ
ス数は約70クラス、１クラス15人前後です。　学生は主に学生や若い会社員です。　クラスは２ヶ月半
の短期コースが中心で初級から上級まで教えています。　その他、企業への出張授業も行っていま
す。

★採用情報★

日本語教師

月給：　　手取りで10,015,000～20,425,000ベトナムドン
           （約52,000～106,000円）

（経験年数・能力により決定させていただきます。）

住居：当校の寮を無償提供
 ＊規定コマ数を超えた場合、130,000ベトナムドン/1コマ　　(１コマ=45分)
*通常、能力により半年ごとに昇給あり。
＊正月のボーナスあり。

http://www.saigonlanguage.com/
http://www.saigonlanguage.com/


待遇・福利厚生

休日・休暇

応募資格

応募方法

採用担当者か
らのコメント

応募期間

下記をＥmailでご送りください。書類選考合格者様のみ面接のご案内をいたします。（基本的に東京も
しくはホーチミン市で面接実施）
　
①履歴書（写真貼付、Emailアドレスを必ずご記入ください）
②職務経歴書（特に日本語教育関係については学校名・期間・対象・使用教材等を明記のこと）

当校では日本人教師が主体となり直接法で教えています。　 通常海外の日本語学校ですと日本人は
会話だけを担当というところも多いようですが、当校では日本人教師が中心ですので導入も日本人教
師が担当するためとてもやりがいがあるとともに将来的に日本の日本語学校で教鞭をとる時も当校で
の経験が多いに活かせると思います。
　
使用教材：みんなの日本語 教師、職員、生徒、皆フレンドリーでとても楽しい職場です。　学生は親日
家で日本に興味を持っている人々が集まっていますのでいい雰囲気の中で教えることができます。
未経験の方には当校にてトレーニングをさせていただきますのでご安心してご応募ください。
赴任日は2017年9～10月頃を希望しますがそれ以前・以降についても相談可です。
*ベトナム語無料レッスンあり。
当校の様子は下記のHPでご覧ください。
http://www.saigonlanguage.com/

ホーチミン市教育訓練局認可校
認可番号：　1196/ＱＤ‐ＧＤＤＴ‐ＴＣ

2017年7月23日〔日〕まで    *ただし決まり次第終了

‐住居 : 当校の寮を無償提供(個室。電気代・水道代・インターネット無料。家具,寝具付き。)
‐保険：健康保険学校負担‐外資系保険会社の保険に学校負担で加入。
-VISA:VISA代学校負担(但し最初３カ月分のみ本人負担)
‐労働許可証取得費用:学校負担
‐自転車無償貸与
‐渡航費:自己負担
＊正月のボーナスあり。

＊赴任直後にベトナム生活にスムースに適応するための無料ベトナム語レッスンあり。
                                                                                                                       *渡航費は自
己負担になりますがそれ以外の寮費(電気・水道代・インターネット無料),健康保険,VISA取得費用(但
し,最初３ヶ月分は自己負担),労働許可証取得費用等（但し、必要書類は応募者の負担にてご準備い
ただきます。）は学校負担になります。
*契約は1年更新です。(ただし初年度は最低1年6ヶ月でお願いします。）

休み：週休1日（基本的に日曜日）、土曜日は半日。現地の祝祭日は休み 例：正月（旧暦）2月上旬連
続2週間程度、正月(新暦）、国慶節　9月2日、4月ＨＵＮＧ王命日、解放記念日4月30日、労働者の日5
月1日など

労働許可証申請の手続き上、下記の通りとなりますことをご了承ください。
   ①大卒以上
② Ａ.日本語教師養成講座420時間以上修了
　　B.日本語教育能力検定試験合格
　　C.大学における日本語教育主専攻・副専攻
　　上記Ａ.B.Cのいずれかに該当する方（赴任時に条件を満たす場合も認めます）
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